
 

 

鳥取市農業委員会の委員等の定数を定める条例をここに公布する。 

平成２８年９月２３日 

 

        鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第３２号 

鳥取市農業委員会の委員等の定数を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条 

第２項及び第１８条第２項の規定に基づき、鳥取市農業委員会の委員及び鳥取市農

地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。 

（農業委員会の委員の定数） 

第２条 鳥取市農業委員会の委員の定数は、２４人とする。 

（農地利用最適化推進委員の定数） 

第３条 鳥取市農地利用最適化推進委員の定数は、４８人とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年７月２０日から施行する。 

（鳥取市農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

⑴ 鳥取市農業委員会の選挙による委員の定数条例（昭和３２年鳥取市条例第９

号） 



 

 

⑵ 鳥取市農業委員会委員の選挙区及びその選挙区において選挙すべき委員の定数

を定める条例（昭和３２年鳥取市条例第１０号） 

⑶ 鳥取市農業委員会の部会の委員の定数等に関する条例（昭和３２年鳥取市条例

第１６号） 

（準備行為） 

３ 鳥取市農業委員会の委員の任命及び鳥取市農地利用最適化推進委員の委嘱に関し

必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

 （特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

４ 特別職の職員の給与に関する条例（昭和２８年鳥取市条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

     「 

 

 

  別表中                                を 

   

 

                                     」 

 

農業委員会の委員 会長 〃 〃 ５６，０００ 

会長の職務を

代理する者 
〃 〃 ２８，５００ 

委員 〃 〃 ２７，０００ 

農地利用最適化推進委員 〃   〃  ２７，０００ 

                                                              

（特別職の職員の旅費等に関する条例の一部改正） 

５ 特別職の職員の旅費等に関する条例（昭和２８年鳥取市条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

農業委員会の委員 会長 〃 〃 ５６，０００ 

会長の職務を

代理する者 
〃 〃 ２８，５００ 

部会長 〃 〃 ２８，５００ 

部会長の職務

を代理する者 
〃 〃 ２８，５００ 

委員 〃 〃 ２７，０００ 

 

「 

」 

に改める。 



 

 

                 「 

     「 

  別表中           を           に改める。 

               」 

                         」 

 

農業委員会の委

員 

 

農業委員会の委 

員    

農地利用最適化 

推進委員 

 


